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2025年 12月末時点 

 

 

牛肉輸出に係る EUの森林減少防止に関する規則への対応に関する Q&A 

 

 

  質問 回答（※現時点での当省の見解） 

規則内容に関する基本的事項について 

１ 

2020年 12月 31日より後に森林伐採

が行われていない農場についても地

点情報が必要ですか。 

2020年 12月 31日より後に森林伐採が

行われていないことを確認するため

に、輸出牛肉由来の牛が飼養されたす

べての農場について地点情報が必要に

なります。 

２ 

すべての牛由来の牛肉が本規制の対

象になりますか。 

規則発効日（2023年６月 29日）以降

に生まれた牛に由来する輸出牛肉に適

用されます。 

３ 

森林認証制度を受けていることをも

って、地点情報の提出に代えること

はできませんか。 

規則上、森林認証制度が、EUDRに適合

することの証明に活用できるとはされ

ておりません。EUDRに適合しているこ

とを証明するためには農場の地点情報

を提出する必要があります。 

４ 

「生産国の関連法規に従って生産さ

れた製品であること」はどのように

証明すればよいですか。 

国内で生産・流通され、輸出されるも

のについては基本的に合法と判断され

るものと認識しています。 

５ 

生産者は森林減少に寄与しているか

否かについて何らかの追加調査を求

められますか。 

生産者は飼養地の地点情報を提出する

ことで足り、これまでのところ、EU加

盟国の当局において、実地での確認調

査をする予定とは聞いておりません。 

森林減少に関する該当性について 

６ 

2020年 12月 31日より後に森林伐採

されていない土地であることを証明

する必要があると思いますが、それ

以前から営農している農場で飼育さ

れた牛由来の牛肉は、輸出を止めら

れる心配はありませんか。 

2020年 12月 31日以降に森林伐採が行

われていなければ輸出は可能です。し

かしながら、例えば、2020年 12月 31

日より後に牛舎を増設する際の森林伐

採を行っている場合などは規制の対象

となります。 

７ 

Google Earth Engineと EU Forest 

Observatoryを利用して森林減少の有

無を確認した際に、森林減少が一部

森林減少の範囲について閾値は存在し

ないため、森林減少部分があれば輸出

不可になると認識しています。ただ

し、EU Forest Observatoryの精度が
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でも見られた場合は輸出不可となり

ますか。 

100％ではないことから、その他の資

料によって森林減少していないことを

証明できれば、輸出が可能です。 

飼料に関するデューデリジェンスについて 

８ 

本規則では、飼料の生産地情報につ

いても求められますか。 

EUDRでは大豆かすが対象となっていま

す。大豆かす等の関連製品を飼料とし

て与えられた牛由来の肉を EU市場に

おいて取引する場合には、規則前文に

おいて、事業者は、当該飼料について

も森林減少フリーであることを確保す

る必要があるとされていますが、当該

飼料自体の地理情報の提出は求められ

ておらず、デューデリジェンスステー

トメントの申告システム上の入力対象

にはなっていません。 

９ 
インポーターへ提出する飼料等給与

報告書の様式はありますか。 

規則上求められるものではないため様

式はありません。 

国内体制について 

10 

個人情報の提供に関する同意につい

て、書類で同意を得ておいた方がい

いでしょうか。 

書面で同意を得ていただくべきもので

あると考えています。同意書の様式を

農水省ウェブページに掲載しているた

め、ご活用ください。 

11 

例えば、20農場保有していれば全て

デューデリジェンスの証明が必要で

すか。 

EU向けに輸出している牛肉由来の牛を

飼養した農場であれば、全て証明が必

要になります。 

12 

住所の把握について、家畜改良セン

ターの個体識別検索サービスに掲載

されている市町村単位でよいでしょ

うか。それとも番地まで必要でしょ

うか。 

番地まで必要となるため、家畜改良セ

ンターの個体識別検索サービスによる

ことなく、ＥＵ等使用禁止薬剤不使用

申告書や同意書などを利用して住所を

把握してください。 

13 

ＥＵへ提出する最終的な輸出検疫証

明書については、食肉衛生検査所で

発給している衛生証明書を根拠にし

て動物検疫所で発給されています

が、食検の衛生証明書に飼養地情報

を記載した文書を添付する必要はあ

りますか。 

動物検疫所の証明書の発行に際して、

飼養地情報は求められていません。そ

のため、食検の証明書に添付する必要

はなく、飼養地情報はあくまで輸出事

業者が直接インポーターに提供するこ

ととなります。 
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14 

輸出する牛肉由来の牛が飼養された

農場のうち、農水省が提示した同意

書が提出されなかった農場の飼養地

情報は、どのように収集すればよい

ですか。 

飼養地情報が得られない場合は、その

個体由来の牛肉を輸出することはでき

ません。どのように飼養地情報を収集

するかは個別に都道府県庁等にご相談

ください。 

15 

インポーターは通関前に ITシステム

に飼養地情報を報告する必要がある

と承知していますが、通関何週間前

までに ITシステムに報告する必要が

ありますか。通関時に必要なデュー

デリジェンス参照番号はすぐに発行

されますか。 

通関前に報告すること以外、申告のタ

イミングに関する規定はありません。

ITシステムに必要な情報を登録する

と、すぐに通関時に必要な番号が発行

されると理解しています。 

 


